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○
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実

施
す
る
た
め
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
の
記
録
媒
体
を
指
定
す
る
規
定
の
見
直
し
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部

 

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
の
記
録
媒
体
を
指
定
す
る
規
定
の
見
直
し
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正

 

す
る
省
令

 

（
通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も

 

の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。
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（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 
第
二
条　

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
十
二
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を

 

「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
十

三
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
三
条
の
九
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
三
条
の
十
一
第
一
項

第
二
号
、
第
十
三
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
、
第
十
三
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
三
条
の
十
七

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
十
四
条

の
四
第
四
項
第
二
号
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
の
五
第
六
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条

の
八
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
十
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
十
六
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
十
八
第
三
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
三
十
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
七
条

の
三
十
一
第
二
項
、
第
十
八
条
の
十
二
第
二
項
第
四
号
ロ
、
第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十

 

一
条
の
六
第
六
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
八
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気

 

デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」

 
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 
第
二
十
八
条
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
三
条　

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
第
十
七
条
の
二
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調

 

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
結
果
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
十
七
条
の
十
七
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
七
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

 

ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
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録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
三
十
九
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項

第
二
号
、
第
二
十
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
の
四

第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」

 

に
改
め
る
。

 

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
四
条　

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム

(2)

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
第
三
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

 

）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
第
三
項
、
第
三
条
の
五
第
四
項
、
第
三
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ロ

た
だ

(2)

し
書
、
第
三
条
の
九
第
二
項
第
二
号
、
第
三
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
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電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録

 

媒
体
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
条
の
六
第
三
項
、
第
四
条
の
七
第
四
項
、
第
四
条
の
十
三
第
三
項

、
第
四
条
の
十
四
第
四
項
、
第
四
条
の
十
六
第
五
項
、
第
四
条
の
十
六
の
二
第
四
項
、
第
六
条
の
三
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
、
第
六
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
条
の
二
第
二
項
、
第
十
条
の
五
の
十
四
第
一
項
第
五
号

及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め

 

る
。

 

（
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
記
録
は
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
、
「
含
む
。
」
の
下
に

 

「
第
四
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
事
項
が
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
、
同
条
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第
三
項
中
「
同
項
の
」
の
下
に
「
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
事
項
が
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
、
同
条

 

第
三
項
中
「
同
項
の
」
の
下
に
「
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
る
。

 

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 。
第
六
十
二
条
の
二
の
十
第
四
号
中
「
事
項
を
記
録
す
る
」
の
下
に
「
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又

は
」
を
加
え
、
「
記
録
す
る
こ
と
」
を
「
記
録
し
て
お
く
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
ロ

中
「
記
録
す
る
」
の

(5)

 

下
に
「
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
第
七
号
及
び
第
十
二
号
ホ
中
「
記
録
す
る
」
の
下
に
「
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た

 

フ
ァ
イ
ル
又
は
」
を
加
え
る
。

 

（
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記

 
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
八
条　

土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
十
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
十
六
条
の
三
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い

 

て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
三
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め

 

る
。

 

第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
九
条　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 。

 
第
十
条
の
十
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
第
十
三
条
の
二
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て

 

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
十
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
十
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ

 

ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記

 

録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二

号
、
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
、
第
十
六
条
の
四
の
八
第
一
項
第
二
号
、
第
十
六
条
の
四
の
十
一
第
一
項
第
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二
号
、
第
十
六
条
の
四
の
十
二
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
十
六
条
の
四
の
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク

 
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項

 

中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

 

別
記
様
式
第
二
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

様
式
第
二
十
五
号
及
び
様
式
第
二
十
六
号　

削
除

 

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条　

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。第

十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り

一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

 

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。
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（
内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条　

内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。第

七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁

 

的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

 

る
。第

八
条
の
六
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

 

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条　

車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
電
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

 

る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定

の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
次
項
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
磁
気
デ

ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に

 

お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条　

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す

 

る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条　

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 。第
十
二
条
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
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確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

 

用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

 

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
十
五
条　

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載

 

事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
前
条
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

 

第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
十
六
条　

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 
に
改
正
す
る
。

 
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
積
立
式
宅

 

地
建
物
販
売
契
約
約
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条　

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を

 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体

 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

 

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的

 

記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。
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（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条　

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十

 

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実

に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

 

供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
四
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の

 

事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条　

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建

 

設
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
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「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項

ま
で
、
第
三
十
一
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
十
一

の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

 

」
に
改
め
る
。

 

（
解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条　

解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
十
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒

 

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

 

第
七
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒

体
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め

 

る
。
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（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百

 

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒

体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
六
十
九
条
の

十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク

 

等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
の
九
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
四
十
二
条
の
十
第
二
項
及
び
第

 

三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
の
十
第
二
項
第
四
号
ロ
、
第
六
十
九
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
第

二
号
、
第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
八
条
第
二
項
第
二
号
、
第
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四
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
二
号
、
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「

 
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条　

特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

 

）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的

 

記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
十
三
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

 
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

 

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

 

第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

（
屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条　

屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。

 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録

 

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
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第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

 

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条　

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的

記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
号
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同

 

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条　

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令

 

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も

 
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的

 

記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条　

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒

体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒

 

体
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
第
二
号
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
三
項
第
二

号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
第
三
項
第
二
号
、
第
四
十
条
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第
三
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
第
三
項
第
二
号
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
三
条
第
三
項
第

 
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
指
定
海
上
防
災
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条　

指
定
海
上
防
災
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
指
定
海
上
防
災
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改

 

め
る
。

 

（
株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条　

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
六

 

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情

 

報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。

 

（
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
三
十
条　

賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号

 
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
第
二
十
三
条
第
二
項
第
四
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

 

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
二
号
並
び
に
第
四
十
九
条
第
二

 

項
及
び
第
三
項
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
る
。
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附　

則

 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


